
難論
　

灘鰐
叢

.

論
調

…叢

戦
、後
に
於
け
ろ
濁

逸

の
財

産

税
な
論
ず

・

利
潤

細
分
實
施
上

の
諸

問

題

・

需
要
曲
線
供
給
曲
線

及

び

債
格

曲
線
一
・

戦
後

濁
逸

の
肚
會

主
義
運
動

・

時

蛤
㎜

税
制
整

理

の
士
⊥要
問

題

に

就

き

て

・

説

苑

蕾
岩
國
藩

の
製
紙
原
料
保
護
政
策

・

我
國
在
来

の
商
業
帳
簿

・
・
…

:

所

得

と

勢

賃

・
:

.:

:

:

:

雑

曲
啄

U
。×
冨

の
公
共

面

趾

観

・
・
:

・

最

近
我

国

・於

薯
地

方

費

・組

成

・増

加

国

際

労

働

立

法

:

:

・

.
法
華
博
士

.
法
學
博
士

●
注
學
博
士

:

法
學
博
士

河 河 田 小

田上端

嗣 錦 太

郎 肇 治 郎

.
法
學
博
士

神

戸

正

雄

■
.
脛
濟

學
士

:

注

學

士

●
経
済
學
士

.
法
學
博
士

・
.
経
済
學
士

.
・
法
學
博
士

堀 大 吉

森 川

繧 研 元

夫 造 光

河 小 財

田 山 部
田

嗣 小 静

郎 七 治



「

読

苑

所
得
ξ
労
賃
(
こ

.
第
十
二
巻

(第
五
號

=
二
四
)

七
九
二

噺

所

得

ε

勢

賃

(
ご

堀

纏

夫

木
論

文

の
目
的

ε
す

る
所

は
、
経
済
學

上

に
於
け

る
所
得

の
概

念
を
明

か
に
し
、
然

る
後

に
、
今

日
勢
賃

ざ

し

て
各
種
勢
働
者

に
支

佛
は

れ

つ
Σ
あ
る
所

の
も

の
が

、
果

し
て
悉

く
此

の
所
得
な

る
項
目

の
中

に
数

へ
ら

る

べ
き

も

の
な
り
ゃ
否
や

、

の
問

題

に
射

し
て
、
余

の
見

解
を
述

ぶ
る
こ
ξ
に
在

る
。

或
は
日

は
ん
、
斯

く

の
如
き
問

題
は

、
問
題

ご
し

て
成

立

し
得

な

い
、
又
假
ひ
成

立
す

ε
す

る
も
、

こ
は
既

に

明
白
な

る
事
柄

で
あ
る
、
何
故

な
れ
ば
、
從
家

所
得

な
る
概

念
が
如
何

ζ
異

様
に
定

義

さ
れ
來

つ
た

巴
は
吉

へ
、

共

の
中

に
勢
賃
を
含

ま

し

め
ぢ

れ
て
る
な

い
も

の
は
、
未

だ
曾

て
考

へ
ら

れ
た
こ
ε
麟
な

い
し
、
又
普
通

の
用

語

例

に
在

っ
て
も
、
労

賃

は
常

に
所
得

の

↓
様
式

ど

し
て
取

扱
鳳
れ
て
居

る
の
で
あ

る

か
ら

、

ざ
。

然
ら

ば
、
何
故

に
余

は
当
斯

く
明
白
な

る
、
或

は
明
白

な
力

ξ

さ
る

」
問
題
を

、
事
新

し
く
取
扱
は

ん
こ
す

る
の
で
あ
、る
か
。
そ

は
他

に
あ
ら
す

。
今

日

の
経
済
組
織

の
下

に
於

て
現

に
勢
働
者

が
受
け

っ
玉
あ
る
勢

賃
な

る
も
の

N
實
際

上
の
性
.
.

質

ゼ
、
從
凍

の
.所
得
概
念

ε
の
間

に
、
少

か
ら

ざ

る
懸
隔

が
在

る
や
う

に
、
余

に
は
考

へ
ら

る

、
が
故

で
あ
る
。

一

所

得

の

意

義

抑
も
所
誓

い
ふ
言
葉
は
、
甚
姦

鰹

義

準

み
つ
三

省

垂

あ
之
に
減
る
圧

せ
覇

躍

る
淀



.

宙

義
が
下
さ
れ
て
居

る
澤
で
は
な
い
。
呪
ん
や
由
来
経
済
學
者
及
び
財
政
學
者
に
よ

っ
て
此
の
語
に
與

へ
ら
れ
た
急

意
義
は
、
頗

る
歴
々
で
あ

っ
て
、
到
底
其

の

一
致
を
期
し
難

い
。
併
し
乍
ら
、
若
し
吾
々
が
諸
家
の
所
説
を
綜
合

ド

比
較
す
る
な
ら
ば
、
其

の
問

に
共
通
な
る
何
物
奮

含
ま
れ
て
み
て
、
そ
れ
以
外
の
諸
黙

に
於
て
は
如
何
巨
鐘

し
て
み
て
も
、
こ
の
共
通
黙
だ
け
は
常
に
所
得
概
念
の
中

一6
思
想
を
な
し
て
居
る
こ
ε
を
、
看
取
し
得
る
で
め
ら

う
。
余
の
本
項
に
於
け
る
目
的
は
、
必
ら
す
し
も
所
得

に
完
全
な
る
定
義
を
與

へ
℃
う
ξ
す
る
こ
ε
に
は
な
く
て
、

寧
ろ
所
得
概
念
に
饑
く

べ
か
ら
ざ
る
此

の
中
心
思
想
を
検
出
す
る
こ
ご
に
在
る
。
蓋
し
、
所
得
ε
勢
賃
こ
の
關
係

を
論
ぜ
ん
ご
す
る
余
の
意
圖

に
謝
し
て
は
、
之
を
以
て
足
り
且

つ
十
分
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。

曾
て
神
戸
博
士
は
、
本
誌
第
五
巻
第
三
號
及
び
第
四
號

に
於
て
、「
所
得
税
に
於
け
る
所
得

の
意
義
を
論
ず
』

・
ξ

の
題
下
に
、
幾
多
の
縄
濟
學
者
並
び
に
財
政
學
者
の
所
得

に
關
す
る
定
義
を
分
類
列
畢
し
て
、
此
等

に
博
士
の
批

評
を
加

へ
、
且

つ
結
論
ε
し
て
博
士
の
所
説
を
述

べ
ら
れ
た
。
之
に
擦

れ
ば
、
博
士
は
所
得
の
意
義

に
閲
す
る
見
.

解
を
大
別
し
て
、コ

定
期
内
の
純
償
値
附
加
ご
す
る
の
見
解
』
ε
、『
前
見
解
の
困
難
を
除
却
ぜ
ん
ご
す

る
の
試
叢
」

.

ε
の
二

つ
に
な
し
て
居
ら
る
N
。
斯
か
る
分
類
は
、
所
得

の
意
義

に
就

て
の
謝
見
解
を
根
本
的
に
種
別
す

る
上
に

・

於
て
、
極

め
て
重
要
に
し
て
且

つ
意
義
あ
る
見
方
で
あ
る
こ
ご
は
、
疑

を
容
れ
ざ
る
所
で
あ
る
が
、
余
は
、
本
論

女
の
上
記
の
目
的
に
適
は
せ
ん
が
爲
め
に
、
之
ご
異
れ
る
見
地
よ
り
し
て
諸
家
の
説
を
分
類
し
、
而
し
て
其
等
に

共
通
に
存
在
せ
る
中
心
思
想
を
槻
や
う
`
思
ふ
。

・

一

権
ふ
に
所
得
ご
い
ふ
概
念

は
、
牧
人

(器
。o百
雷
)
ご
い
ふ
概
念
ご
異

っ
て
、

一
定
期
内

に
於
け
る
富
叉
は
財
の

　

も

む

カ

増
加
部

分
を
指
す
竜

の
」
や

　

で
あ

る
。
故

に
、
諸
學
者

が
所

得

の
此

の
特
質

を
如

何

に
盲

ひ
表

は
し
て

み
る

か

誠

苑

所
得
ε
勢
貴
二

)

第
十
二
巻

(第
五
號

=
ユ
五
)

七
九
三

,



、
説
.
苑

所
得
足
勢
賃
〔
一
)

第
十
二
巻

(第
五
號
.
=
二
六
》

七
九
四

に
從

っ
て
其

の
分
類

を
試

み
る
こ

ε
は
、
意
味
な

き

こ
ざ

で
は
な
.い
で
め
ら

う
ゆ

射
.
.
所
得

を

以

て

概

括
的

に
其

の
所
有

者

の
自

由
塵

労
の
圏
内

に
加
は
り
凍

る
所

の
雷
文

は
財

ご
解
す

亀
も

く
の
。
.
ヘ
ル
マ
ソ
は

、
其

の
著

「
経

済
學
研
究

』

に
於
て
、

次

の
如
く
言

っ
て
居

る
。

『
穂
て

の
支
出

が
必
ら
す

し
も
消
費

で
な

い
如
く
、
総

て
「の
吸
入
は
必
ら
す

し
も
所
得

で
は
な

い
。
こ
は
寧

ろ
、

　

も

も

た

あ

も

も

も

も

減
少
さ
れ
す
に
糖
績
す

る
所
の
或
る
人
の
根
幹
財

に
謝
し

　
定
時
内
に
新
た
に
加
は
り
、
随
b

て
彼
が
意

の
儘

、

、

、

、

、

、

・

軌

に
使
用
し
得
る
所

の
、
経
済
財
又
は
交
換
財

の
合
計
で
あ
る
。
」

神
戸
博
士
は
、
前
記
論
文
の
結
論
に
於
て
、「
斯
く
て
所
得
を
以
て
、

一
定
期
間

(年
)
じ
成
る
脛
潜
入
に
其

の
自

ぬ

ヘ

セ

マ

セ

由
露

分
の
匠
城
に
入
れ
る
純
財
産
増
加
、
井
ぴ
に
其
の
曳
く
る
所

の
人
的
給
付
及

び
財
物
利
用
ε
解
す
る
を
穏

當
ε
す
る
。」
巴
述

べ
て
居
ら
れ
る
。

ヨ

.

斯
く
の
如
く

∵
般
的
に
所
得
の
被
自
由
塵
分
性
を
説
風
所
の
學
者
は
」
其

の
敷
が
甚

だ
多

い
。

ビ
ー
ル
ソ
ソ
、

の

の

の

ダ

ー
ト
、

バ
ロ
ク
、
.
ン
ヤ
ン
ツ
等

の
如

き
は
其

の
例
で
め

る
。
蓋

し
此

の
鮮
麗

は
最

も
普
遍
的

に
し
て
且

つ
愛
當

な

る
も

の
で
あ
ら

う
ρ
何
故

な
躯
ば

こ
は
、
後

に
述

ぶ
ち

成

る
見

解

の
如
く
、
・所
得

が
財

叉
は
密

の
増

加
部
分

で

あ

る
ε
の
意

を
鯨
り

に
狭

め
ら
れ
た

る
意
義

に
限
定

す

る

こ
ピ
な

く
、
叉
所
得

を
以

て
輩

に
総
吸

入
の
中
よ
り
生

カ

産
費
を
控
除
し
た
る
後
に
残
る
所
の
残
飴
債
直
、
即
ち
純
牧
盆

(影
①幽琴
葺
謝
。
)
な
り
ε
な
す
見
解
の
如
く
、
所

得
の
成
立
の
み
を
考

へ
て
其
の
本
質
を
何
等
説
明
せ
ざ
る
が
如

き
こ
ε
な
く
、
良
く
所
得

の
眞
意
義
を
簡
潔

に
言

ひ
表
は
し
て
居
る
が
故
で
め
る
。

ラ

ロ

目

所
得
を
以
て
共
の
所
有
者
め

一
般
生
括
目
舶

ζ
役
立

つ
べ
き
方
便
な
り
ビ
な
す
も

の
。

、

.

ぜ

、

二1)Hermann,Staats"・irtschaftlicheUntersuchungen
,2,Aufl.,1890,S,582-3.

騰 冠藻 購纏 艦3蔽 鷺 、翻 卿 ・・2・
に 糠 る 。 術

本 誌 第 五 巻 第 四 號 三 四 頁=2}
・.魯)cf:N .G・Pierson,Prlncip!esofEconomics(【gQ2),Vol.1.P.76,・

. 4)cf.FranzGuth,DieLelarevomEinkommenindessenGesanlnユtzweigen
,

[878,S.62.(Fisherの 上 記 の 書 の 附alこ 櫨 ろ)'
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シ
ユ
モ
ラ
ー
曰

く
、

「
所
得

は
、
:
:
:
或

る
主
騰

が
、
彼

れ
の
財
産

を
減
少

す

る
こ
ピ
な

く
し
て
、
彼
れ

の
御
勤

を
静

思
か

か

凋
め
に
、

或

る

一
定
の
期

間
.内

に
彼

が
使
用

し
得

る
所

の
、
経

済
財

の
合
計

で
あ

る
。い
叉

ア
イ

ぜ
ソ

ハ
ル
ト
曰

く
、

『
所
得

O
意

義
は
、
一
定

の
牧
盆

部
の
、
其

の
受
領
者

の
パ
鰐

(密
計
艀

)
坐
浴
酔
艀

に
用

立

っ
べ
き
使
用

の
目

,
的

に
よ
り
て
、
成

立
す

べ
き
も

の
で
あ
る
。]

此

の
外

、
7
イ

ス
プ

イ
ソ
グ
も
所
得
を

以
て

『
自
分

自
身

の
、
及

び
其

の
生
活

維
持

に

つ
ざ
法
律

上
彼

に
侮
厨

も

コ

も

た

も

ヘ

ヤ

う

す

る
人
.(家
族
)
の
、
人
的
欲
望

の
満
足
の
薦
め
に
庭
分
に
立
つ
所
の
物
財
の
全
艦
な
り
』
こ
な
し
て
居
る
。
皿

洗
の
見
解
は
大
鵬
に
於
て
誤

っ
て
み
な

い
け
れ
こ
も
、
自
己
の
肉
磯
若
ぐ
は
磯
力
を
以
て
唯

一
の
生
活
源

ε
な

し
居

る
が
如
き
筋
肉
勢
働
者
に
巴
り
て
は
、
彼
が
受
く
る
所
の
勢
賃
は
、
勢
働
に
よ
り
て
惹
起

さ
れ
た
る
生
理
的

損
耗

(勺
置
翰
【包
o
σq
げ
巴

'くo
舞

㊤
自

尽
聖
)
を
回
復
す
る
覚

め
の
報
償

で
あ

っ
て
、謂
は
買
被
れ
の
唯

】
の
財
産
π
る

勢
働
力
の
減
少
叉
拡
滅
失
を
防
ぐ
矯
め
の
も
の
で
あ
乃
か
吐
、
こ
は
増
加
部
分
叉
は
剰
飲
部
分
で
あ
る
ε
い
ふ
所

得
の
本
質
を
映

い
で
る
る
。
そ
れ
故

に
所
得
の
用
途
を
解
し
て

一
般
的
に

『
欲
望
満
足
の
爲
め
に
」
ε
か
、「
人
的

生
活
目
的
に
用
立

つ
べ
き
」
ビ
か
吉
ふ
は
、
所
得

の
定
義

こ
し
て
は
廣
き
に
渦
ぎ
た
る
が
如
く
で
あ
る
。

ラバ

既
得

の
使
用
を
特
殊
の
目
的

に
限
定
せ
ん
ε
す
る
も
の
。

側

石

は
藁

の
矯
め
に
楕

さ
ゑ

き
で
あ
る
ε
な
す
も
の
・

タ
ウ

シ
グ
は
、
其

の
著

『
資
本

ε
賃
金
』
.に
於

て
、

次

の
如

く
吉

っ
て
居

る
。

も

も

ら

も

セ

や

し

も

『
規

則
正
し
く
肚

曾

の
所
有

に
這

入

っ
て
來
る
所

の
享

樂
的
財
及

び
享
樂

的
動
勢

の
全

流
入
が
、
斯

く
て
同
質
な

覗

苑

所
得
ご
勢
賃
(
一
)

第
十
二
巻

(
.第五
號

一
三
七
)

七
九
五

η

8)

9)
10)

例 へ 「'TWagner,Fi口anzwissenscbaft,II・zAufl.S.33〕.及 びPhilippovich
Oekonomie,.1.toAufl,S.Grundriss.d・P・344・

Schmoller,DieLehxevomEinkom皿enn.s,w.(Zeitschriftf,d.beg.Staatsw

Jahrg.1863-Ed.f9.$・1.ff..spcciclls.19.)(Fi5hcrの 書 の 附 録 に 擦 る)

. 柵 戸 博 士 上 言巳論 文 よ り再 録)Eisenharし,DieKunstd,。Besteuerllng,5..104.

神 戸 博 士 上 記 論 文(本 誌 第 五 巻 第 三 號 三 五 頁)£ り 再 録



説

茄
阻

所
得
ピ
労
賃

(
一
)
.

第
十
二
巻

(第
五
號

=
二
八
)

七
九
六

.

る

所

得

の

一
大
.分

且
學
ビ

看

做

さ

る

》

に

最

も

適

當

で

あ

る

。
」
、

叉

ウ

ソ

プ

フ

エ

ソ

バ

ハ
は

、

も

マ

『
所
得

ε
は
、
一
脛
濟
期
間
中
の
根
幹
財
産

の
増
加
で
あ
る
。
1
成
る
経
済
人
の
所
得

ε
は
、
其
の
基
本

ε
な
れ

あ

へ

り

も

る
根
幹
財
産
を
減
少
す

る
こ
ε
な
く
し
て
彼
れ
の
庭

分
に
立

つ
所

の
、
輕
濟

に
よ
り
獲
得

さ
れ
た
る
享
樂
原
子

か

(○
。目

零
鉾
o
ヨ
2

)
の
全
償

値

で
あ

る
。」
,

述
謂

っ
て
居

る
。

省

ほ

ロ
メ
ア
ト
・
マ
イ

ヤ
ー
は
、
其

の
著

『
所
得

の
本
質

」

に
於

て
述

べ
て
曰
く
、

『所
得
の
本
質
的
特
徴
は
・
反
覆
の
罪

な
・
萎

貯
蕊

ふ
・
ε
で
あ
・
。
虜

響

は
、
麗
濟
及
び
文
化
状

態

に
顧
慮

し
て
、
其

の
需
要

の
標

準

に
よ
り
反
覆

し

て
齎
ら

さ
る

、
こ
ε
が
確
賢
な
り

ご
看
做

さ
る
」
所

の
、

も

も

た

田

草
樂
財
の
合
計
で
あ
る
。」
、

此
等
の
見
解
は
、
大
部
分
の
所
得
の
用
途
を
明
示
し
、
從

っ
て
所
得
-
殊
に
輕
濟
状
態

の
未

だ
獲
達
せ
ざ
る
時

代

に
於
け
る
所
得
1
の
本
質
を
説
き
得
て
妙
な
る
も
、
而
か
も
所
得
な
る
も

の
は
一
株

に
利
殖
の
途
が
大

い
に
殿

達
せ
る
今
日
に
在
り
て
は
1
享
樂
以
外
の
目
的
に
、
即
ち
新
し
き
資
本

ピ
し
て
の
使
用
に
、
向
け
ら

る
、
こ
亡
決

し
て
尠
少
な
ら
ざ
る
の
み
な
ら
す
、
寧

ろ
こ
は
年

ご
共

に
増
加
し
つ
、
あ
る
有
様
で
あ
る
か
ら
、
所
得
使
用
の
目

あ

へ

的
を
軍
に
享
樂

に
の
み
限
る
は
、
狭
き
に
失
し
た
り
ε
言
ふ
べ
き
で
あ
る
。

②

所
得
は
享
樂
手
段
ε
し
て
、
及
び
新
資
本

ご
し
て
、
使
用

さ
る
、
所
の
も
の
で
あ
る
こ
な
噂
も
の
。

マ
ア

シ
ャ
ル
は
、
其
の
薯
『
経
済
學
原
理
」
に
於
て
、
説
明
を
下
し
て
曰
く
、

『
此
の
言
葉
(所
得
を
指
す
1
鐸
者
註
)
の
ボ
ゲ
廣
き
用
法
が
時
々
必
要
で
あ
る
、
こ
は
、
成

る
人
が
財
産

の
所

11)Taussig,
12)Umpfen、 霊 鑑 温:鵠 　翻 総 避,デ6鱒 博士 上鰍 ・・醗 一聯
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有
よ
り
1
其
の
使
用
方
法
の
如
何
を
問
は
す
一
得
乗
る
所
の
、
各
種

の
便
益
の
全
所
得
を
含
む
も
の
で
あ

る
。

例

へ
ば
、
そ
は
、「
彼
が
彼
れ
自
身
の
洋
琴

の
使
用
よ
り
得
る
所
の
便
益
、
同
様

に
洋
琴
商
人
が
洋
琴
を
賃
貸
す

め

る
こ
ご
に
よ

っ
て
得

る
所

の
便
益
を
含

む
。」
ユ

,

ラ

ラ

し

ゃ

ら

以
上

ご
同
様

な

る
意

見

は

ラ
ウ
、
砺
ア
ダ

ム
ス
、通
プ

フ
ア
イ
フ
ア

(
曰
く
『
各

人
の
所
得

は
、
其

よ
b

し
て
新
資
本

わ

脚
珍
、

及

び
櫓
観
帥
摯
繁

に
ま
で

の
方
便

が
彼

に
流

入
す

る
所

の
輩

一
の
源

で
あ
る
。』
),
等

に
よ

っ
て
抱
懐

さ
れ

て

る
る
。

此

の
見
解

は
、
良
く
所

得

の
特
質
を
闡

明
せ
る

こ

ご
、
.余

が
(
イ
)
に
示
し
だ

る
定
義

に
勝

る
こ
も

、
決
し

て
劣

っ
て

み
な

い
。
唯

真
彼

は
全
般
的
及

び
抽
象

的
臆
所

得

の
意
義
を
定

め
ん
ε
す

る
に
反

し
、
此

は
細
別
的
及
び
具

磯

釣

に
之
を
定

め
ん
ε
す

る
の
黙

に
、
差

異
あ

る
の

み
で
あ

る
。

「

㈲

所
得

使
用

の
目
的

を
更

に
細
別

し
て
.明
示
す

る
も

の
。

㌣
ヤ
ナ

ノ
は
、
其

の
著
『
富
」
に
於
て

.
次

の
如

く

説
明
を
下
し

て
み

る
。

「
從

っ
て

、
若

し
吾

々
が
、
至
禮

ε
し

て
観

る
時

に

一
般
的
総
量

に
比
し
て
事
實
上
極

め
て
少
量

で
あ

る
所

の
「、

若

干

の
例
外

的
場
合

を
無
観
す

惹
な
ら

ば
、
吾

々
は

、

一
個
人
の
所

得

は
、
普
通

に
考

へ
ら

る

、
が
如

く
、

通

常

一
週

に
就

き
幾
何
叉

は

一
年

に
就

き
幾
何

ε

い
ふ
風
に
吉
ひ
表

は

さ
る
＼
所

の
、
貨
幣

の
流

入
に
等

し
く
、

而

し
て
そ
は
、
贈
與

、
相
綾

、
若

く

は
明
白

な
る
強
盗

及
び
窃
盗

に
よ

っ
て
耕
助

さ
る

、
こ
ざ
な
く
、
且

つ
被

り

も

も

も

へ

が
既

に
成

る
方

法

に
よ

っ
て
取
得

し
π

る
財
産

を

減
少
す

る
こ

己
な
く
、し
て
、
次

の
諸
目
的

の
嚼

め
に
利
用

さ

れ
得

る
も

の
.で
あ

る
、

酋
吉

ふ

こ
ご
が
出
家

や
う

。

説
.
苑

所
得
こ
労
賃
(
ご

第
+
二
巷

(第
五
號

】
三
九
)

七
九
七

14)
15)
16)
17)
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,

'

読
,
苑

所
得
ε
勢
賃
(
『
)
.
.

第
十
二
巻

(第
五
號

「四
〇
)

・七
九
八

『
一
、
之
よ
り

し
て
彼

が
何
等

の
貨

幣
的
報
酬
を

期
待

せ
ざ

る
所

の
、
貨

物
及

び
動
勢

(課

税
さ
れ
居

る
域
否

ご

に
關

せ
す

)
を
購
買
す

る
爲

め
に
。
若

一
は
、
そ

れ
よ
り
し
て
彼

が
残

る
種
の
貨

幣
的

報
酬
一
即

ち
、彼

れ

の
技

能
及

び
知
識

を
増
進
す

る
こ
ε

に
よ

っ
て
、
彼

れ

の
儲
け
得

る
能
力
を
増

加
す

る
が
故

に
の
み
取
得

さ

る

》
所

の
貨

幣
的
報
酬
一
を
期
待
す

る
所

の
、
貨

物
及

び
動
勢

(同
上
)
を
購
買
す

る
爾

め
に
。

『
二
、
貯

蓄
す

る
欝

め

に
。

『
三
、
譲

興
す

る
爲

め

に
。

「
四

、
前
緒

項
に
含

ま
れ
て

み
な

い
課
税

に
、
及

び
盗

難

に
よ
る
掛
害

に
、
慮
す

る
覚

め
に
。」
鱈

キ

ヤ
ナ

ン
の
こ
の
見

解
は
、
恐

ち
く
所

得

に
關
す

る
最

も
完
全
な

る
も

の

、

一
つ
で
あ
ら

う
。
併

し
乍

ら
、
此
麩

に

掲

げ
ら
れ
居

る
所
得

の
諸
用
途

を

通
覧
す

る
塒

に
、

吾

々
は
、
此
等

が
畢

竟
す

る
に
所
得

の
被
自
由

虚
分
性

を
具

騰
化
し
て
説
明
せ
る
も
の
に
過
ぎ
ざ
る
こ
ε
を
叢

し
得

ぞ

、
漸

て
概
括
的
に
所
得
の
被
自
由
塵
労
性
を
以

て
其
の
特
質
ε
な
す
こ
ε
の
簡
潔

明
瞭
な

る
に
如

か
ざ
る
や
の
威
を
懐
く
も
の
で
あ
る
。

扱
て
以
上
述

ぶ
る
所
に
よ
b
、
余
は
、
所
得

の
特
質
に
閲
す

る
諸
學
者
の
記
述
を
標
準
ε
し
て
、
之
を
分
類
し

了

へ
た
の
で
あ
る
が
、
是
に
出
て
観
れ
ば
、
成
る
學
者
は
所
得

の
特
質
を
其
の
被
自
由
露
分
性
に
置
蓉
、
或

る
學

者

は
之
を
享
樂
目
的
若
く
は
享
樂
及
び
新
資
本
成
形
の
目
的
に
置
き
、
文
成
る
學
者
は
種
々
な
る
具
盤
的
目
的
を

列
聖
し
て
所
得

の
冊
途
上
の
特
質
を
説
明
し
て
居

る
け
れ
こ
も
、
要
す

る
に
、
此
等
の
學
説
に
は
或
る
共
通
な
る

思
想
葺

達
し
て
居
る
こ
幕

明
か
で
あ
ら
勉

即
ち
馨

建

み

喋

募

謬

脊

ぎ

屋

奮
P
罪
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9.

サ

ヨ

し

し

り

も

も

や

し

あ

も

や

ヤ

ヵ

せ
ら
れ
得

る
所

の
剰

飴
の
富

で
あ

る
、

こ
い
ふ
こ
ε

是

で
あ

る
。
.而

し
て
藪

に
謂

ふ
『
任
意

に
威

介
せ
ら

れ
得

る
」

ご
は
、
成

る
維
濟
上

の
目

的
を
達

す

る
手
段

己
し
て

努
は
な

く
て

、経

済
の
目
的

そ
の
も

の
を
實
現
す

る
爲

め
に
、

い

み

し

も

ち

使
用
庭
分
せ
ら
れ
得

る
ε
い
ふ
意
味
に
卦
な
ら
な

い
。
群
盲
す
れ
ば
、
.成
る
人
の
牧
人
の
中
、
成

る
特
定
の
方
向

ヨ

ヘ

ヘ

ヤ

へ

も

へ

も

へ

も

　

も

マ

ヤ

ヘ

ヤ

リ

コ

ヘ

ロ

つ

り

ね

り

も

セ

も

ら

ヤ

も

も

し

り

わ

や

も

へ

も

に
支
出
消
費
さ
れ
な
け
れ
ば
此
の
上
織
綾
し
て
股
入
を
得

る
こ
ご
が
出
家
な

い
ざ
い
ふ
が
如

舜
部
分
、
例

へ
ば
資

本
家
が
其
の
資
本
財
を
粗

よ
以
前
の
能
率
歌
態
に
保
持
す

る
が
爲

め
に
是
非

ε
も
支
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
費

用
、
或
は
同
じ
こ
ε
に
な
る
が
、資
本
家
が
其

の
資
本
財
の
損
耗
摩
滅

に
謝
し
て
受
く
る
所

の
報
償

(
生
産
費
の
回

牧
の
意
)
は
、決
し
て
共

の
人
の
所
得
を
構
成
し
な
い
、
ξ
い
ふ
こ
ご
で
あ
る
。
吾
々
は
、
將
來
の
牧
人
獲
得
の
薦

め
に
是
非
ε
も
支
出

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
此

の
部
分
の
牧
人
、
換
言
す
れ
ば
総
収
入
中
生
産
費
の
回
牧
に
當

る
部
分
を
粥
し
て
、
出
費
若
(
は
費
用

(o
⊆
⑥
o
)
ε
言
ひ
、
而
し
て
之
を
所
得

〔一口
8
巳
。
}
ご
匝
刑
す

る
の
で
あ

る
。併

し
乍
ら
街
ほ
附
言
す

べ
き
は
、
成
る
牧
人
が
所
得
な
り
や
否
や
を
決
定
す

る
場
合
に
、
吾
々
は
飽
く
ま
で
之

も

ヤ

ヤ

を
客
観
的
に
判
断
す

べ
き
で
あ
っ
て
、
決
し
て
其
の
受
領
者
の
主
観
に
よ
る
べ
き
で
な
い
、
ε
い
ふ
こ
ξ
で
め
る
。

帥
ち
(
こ

牧
人
の
受
領
者
が
、
其

の
牧
人
の

一
部
を
目
し
て
、
彼
れ
の
自
由

に
塵
労
し
得

る
剰
飴
の
富
で
あ
る
ε

思
惟
し
た
り
ε
す
る
も
、
若
し
客
観
的

に
判
断
す
る
場
合
に
、
其
が
生
産
費

の
回
牧
に
當
れ
る
牧
人
に
過
ぎ
ざ
る

か
、
若
く
は
同
じ
こ
ご
に
な
る
が
、
其

の
吸
入
の
支
出
の
方
向
に
-
『
將
來
の
牧
人
獲
得
の
爲
め
』

ε
い
ふ
或
る
必

然
性
を
帯
び
て
居
る
か
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
は
所
得

よ
め
除
外

さ
る
べ
き
で
あ

る
ε
同
時
に
、
(
二
)或
る
人
の
牧

人
が
悉
く
其

の
支
出
の
方
向
に
必
然
性
を
帯
び
て
み
て
も
、
若
し
も
其

の
支
出
の
目
的
が
、『
將
來
の
牧
人
獲
得
の

設

苑

所
得
ミ
勢
賃
(
ご

、
第
+
二
巻

(第
五
號

一四
ご

七
九
九



.

説

苑

所
得
ε
勢
賃
(
一
)

」
第
+
二
巻

(第
五
號

一四
二
)

入
O
O

爲

め
」

こ

い
ふ

こ
ご
に
在
ら
ざ

る
限
り

、
そ

の
敗
入

は
悉

く
所
得

で
あ

る
、
(例

へ
ば

利
子

で
や

つ
ざ
生
潜
し
て

み

る
人

の
牧
人

の
如

き
)
、
ざ

い
ふ
こ
ε
で

あ

る
。

以
上

の
如

く
解
し
来
れ
ば

、
吾

々
が

縄
濟

學
上
所

得
な

る
概
念

を
設
定
す

る
の
は

、
普

く
各
人

の
財
産
状
態
を

比
較
す

る
爲

め
で
も
な
く
、
或
は
廣

く

各
人
の
購

買
力
若

く
は
支
出
能
力

を
比
較
す

る
爲

め
、
で
も

な

い
.の

で

あ

っ
て
、
實

は
各
人

の
生
活
能
力

(或

は
各

人

の
生
活

絵
硲

ε

い
ふ
も
可
な
ら

ん

か
)
、即

ち
人

が
人

`
し
て

の
生
活

t

否
寧

ろ
人
た

る
が
故

に
の
み
螢
む
所

の

生
活

一
を
自

己
及

び
其

の
家
族

に
可
能
な
ら

し
む

る
そ

の
能

力
を
比
較

せ

ん

が
爲

め
で
め
る
、

ε
い
ふ
こ
ξ
が
明

か
で
め
ら

う
。
翻

き
に
(
《
)
の
①

に
於

て
述

べ
し
如

く
、

タ
ウ

シ
グ
等

が

所

得
を

以
て
草
薬

の
爲

め
の
肢
入
な

り

こ
な

せ
る
は
、
蓋

し
滝
般

の
消
息
を
最
も
明

か

に
な
し
た

る
も

の
で
あ

る

ε
吉
は

な
け
れ
ば
な
ら

源
。
〔但

し
享

樂

ε
い
ふ
言
葉

が
少

し
狭
過

ぎ

る
観

が
あ

る
こ

ご
は
、
既
述

の

通

b

で

あ

る
。
)
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